
「エリア放送の利活用に関する検討会」開催要綱 

１ 背景、目的 

 北海道では過疎化・高齢化等の社会問題並びに地域経済の疲弊及び地場産業の後

退への対応が課題となっています。これらの課題解決にあたっては、生産活動の効

率化に大きく貢献し、生活を便利にするＩＣＴの利活用が地域経済の活性化のため

の重要な鍵として期待されています。 

本検討会では、その方策の一つとして期待されているエリア放送の北海道内への

展開を図るべく、エリア放送の立ち上げ及び運営等の課題の整理、解決策等につい

て、検討を行うことを目的として開催します。 

２ 名称 

本検討会の名称は、「エリア放送の利活用に関する検討会」（以下、「検討会」と

いう。）とします。 

３ 検討内容 

（１）エリア放送の立ち上げに必要な基本的な知識（制度等）の把握。 

（２）先進事例のヒアリング及び施設見学等により運営体制構築に関する手法の検討。 

（３）検討会で明らかになった課題の解決策の取りまとめ。 

（４）その他関連する事項。 

４ 構成・運営 

（１）検討会は、総務省北海道総合通信局長の検討会として開催する。 

（２）検討会の構成員は、別紙のとおりとする。 

（３）検討会には、座長を置く。 

（４）座長は検討会構成員の互選により定める。 

（５）検討会は、座長が招集し、主宰する。 

（６）検討会は、原則公開とする。ただし、検討会の開催に際し、当事者又は第三者の

権利、利益や公共の利益を害する恐れがある場合等、座長が必要と認める場合は、

その全部又は一部を非公開とする。 

（７）検討会は、必要があると認めるときは、構成員以外の者の出席を求め、意見を聞

くことができる。 

（８）その他、検討会の運営に関し必要な事項は、座長が定めるところによる。 

５ 開催期間 

平成２７年２月から平成２７年６月末までを目途に開催する。 

６ 事務局 

検討会の事務局は、北海道総合政策部科学ＩＴ振興局情報政策課及び総務省北海

道総合通信局情報通信部電気通信事業課が行う。 
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